
 

 

大学入学共通テスト実施に伴う 

松本キャンパスの入構禁止 
令和７年１月 1８日（土）、1９日（日）に実施する大学入学共通テストに伴い、

松本キャンパスの入構制限を以下のとおり行います。 

 

入構制限期間  

１月１７日（金）１８時 ～ 

１月１９日（日）１９時 

入構制限区域 別紙マップのとおり 

                        入構制限区域内への立入禁止 

【封鎖する門】 

正門、西門、北門付近３ヶ所、体育館前、野球場東側２ヶ所 

※課外活動施設（部室、体育館、野球場、弓道場、テニスコート ほか）は、 

上記期間は使用できません。 

 

※学生がやむを得ず区域内に立入る必要のある場合は、事前に所属学部長へ入構許可願（別紙様 

式１）を提出し、許可を受けてください。［提出期限 12 月１７日（火）］ 
 

※共通教育棟の全建物（第１講義棟・第２講義棟等）については、 

試験会場のため、１月１７日（金）から終日立入禁止です。 

証明書発行機（学割発行等）の利用・レポート提出・鍵の貸し出しも一切できませんので、 

必要のある学生は、1 月１６日（木）１７時までに行ってください。 

 

令和６年１２月 信州大学入試担当副学長 

（本件事務担当：学務部入試課） 

教職員（生協含む）への連絡事項 

 ・入構制限区域への出入場口はチェックポイント（旭会館東側）のみとします。必要に応じて

本人確認できるもの（職員証等）を提示してください。 

 ・正門からの車両の出入構は出来ません。 

 ・試験当日、自転車で入構する場合は、受験者の安全を考慮し、降りて移動してください。 

 ・業者等についても、入構制限区域内への立入禁止です。関係部署等からの事前の周知をお願

いいたします。 

 

学生・教職員向け 



 

別紙 

 
  




